
抗
議
声
明 

  

二
〇
一
五
年
九
月
一
九
日
未
明
、
与
党
自
由
民
主
党
と
公
明
党
お
よ
び
そ
れ
に
迎
合
す
る

野
党
三
党
は
、
前
々
日
の
参
議
院
特
別
委
員
会
の
抜
き
打
ち
強
行
採
決
を
受
け
、
戦
争
法
案

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
安
全
保
障
関
連
法
案
を
参
議
院
本
会
議
で
可
決
し
成
立
さ
せ
た
。

私
た
ち
は
満
身
の
怒
り
と
憤
り
を
込
め
て
、
こ
の
採
決
に
断
固
と
し
て
抗
議
す
る
。 

 

国
民
の
六
割
以
上
が
反
対
し
、
大
多
数
が
今
国
会
で
成
立
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
表
明

し
て
い
る
な
か
で
の
強
行
採
決
は
、
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
は
ず
の
国
会
を
、
「
最
高

責
任
者
」
を
自
称
す
る
首
相
の
単
な
る
追
認
機
関
に
お
と
し
め
る
、
議
会
制
民
主
主
義
の
蹂

躙
で
あ
る
。 

 

ま
た
圧
倒
的
多
数
の
憲
法
学
者
と
学
識
経
験
者
は
も
と
よ
り
、
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官

が
、
衆
参
両
委
員
会
で
安
保
法
案
は
「
違
憲
」
だ
と
表
明
し
、
参
院
で
の
審
議
過
程
に
お
い

て
は
最
高
裁
判
所
元
長
官
が
、
明
確
に
憲
法
違
反
の
法
案
で
あ
る
と
公
表
し
た
な
か
で
の
強

行
採
決
は
、
立
憲
主
義
に
対
す
る
冒
涜
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

歴
代
の
政
権
が
憲
法
違
反
と
言
明
し
て
き
た
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
、
解
釈
改
憲
に
も

と
づ
い
て
法
案
化
し
た
こ
と
自
体
が
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
を
侵
犯
す
る
も
の
で
あ
り
、
戦

争
を
可
能
に
す
る
違
憲
法
案
の
強
行
採
決
は
、
憲
法
九
条
の
も
と
で
六
八
年
間
持
続
し
て
き

た
平
和
主
義
を
捨
て
去
る
暴
挙
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
第
三
次
安
倍
政
権
に
よ
る
、
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
と
平
和
主
義
を
破
壊
す
る

暴
走
に
対
し
、
多
く
の
国
民
が
自
ら
の
意
思
で
立
ち
上
が
り
抗
議
の
声
を
あ
げ
続
け
て
き
た
。

戦
争
法
案
の
閣
議
決
定
直
前
の
五
月
一
二
日
、
二
八
〇
〇
人
だ
っ
た
東
京
の
反
対
集
会
の
参

加
者
は
、
衆
院
強
行
採
決
前
後
の
七
月
一
四
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
、
四
日
連
続
で
、
国

会
周
辺
を
二
万
人
以
上
で
包
囲
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
八
月
三
〇
日
の
行
動
に
お
い
て

は
十
二
万
人
の
人
々
が
、
国
会
周
辺
を
埋
め
つ
く
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
運
動
は
「
戦
争
を
さ
せ
な
い
・
九
条
壊
す
な
！ 

総
が
か
り
行
動
実
行
委
員
会
」

が
、
政
治
党
派
は
も
と
よ
り
、
思
想
や
信
条
も
こ
え
た
共
同
を
実
現
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る

努
力
を
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。「
安
全
保
障
関
連
法
案
に
反
対
す
る
学
者
の

会
」
と
学
生
た
ち
の
「
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｄ
ｓ
」
、
そ
し
て
日
本
弁
護
士
連
合
会
と
の
共
同
行
動
も
、

こ
う
し
た
新
し
い
運
動
の
繋
が
り
の
な
か
で
実
現
し
た
。 

 

「
安
全
保
障
関
連
法
案
に
反
対
す
る
学
者
の
会
」
は
学
問
と
良
識
の
名
に
お
い
て
組
織
さ

れ
、
発
起
人
と
呼
び
か
け
人
が
発
表
し
た
声
明
に
、
賛
同
署
名
を
呼
び
か
け
る
活
動
に
よ
っ



て
一
気
に
全
国
に
拡
が
っ
た
。
六
月
一
五
日
と
七
月
二
〇
日
の
記
者
会
見
後
、
各
大
学
に
お

い
て
有
志
の
会
が
組
織
さ
れ
、
学
生
、
教
職
員
は
も
と
よ
り
、
卒
業
生
や
退
職
者
も
含
め
た
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
で
多
様
な
声
明
が
発
せ
ら
れ
て
、
集
会
が
開
か
れ
、
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ

た
。「
学
者
の
会
」
に
寄
せ
ら
れ
た
署
名
者
の
数
は
現
在
、
学
者
・
研
究
者
一
万
四
一
二
〇
人
、

市
民
三
万
九
五
七
人
に
達
し
、
声
明
等
の
行
動
に
立
ち
上
が
っ
た
大
学
は
一
四
〇
大
学
以
上

に
及
ん
で
い
る
。
私
た
ち
「
学
者
の
会
」
は
、
知
性
と
理
性
に
反
す
る
現
政
権
の
政
策
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
学
問
の
軍
事
利
用
も
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

戦
後
七
〇
年
の
節
目
の
年
に
、
日
本
を
戦
争
国
家
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
現
政
権
に
対

し
、
一
人
ひ
と
り
の
個
人
が
、
日
本
国
憲
法
が
「
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
」
を
「
保
持
」

す
る
た
め
の
「
不
断
の
努
力
」（
憲
法
第
十
二
条
）
を
決
意
し
た
主
権
者
と
し
て
立
ち
上
が
り
、

行
動
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
「
学
者
の
会
」
も
、
こ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
闘
い
を
と
お
し
て
、
日
本
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
世
代
と
階
層
の
間
で
、
新
し
い
対
等
な

連
帯
に
も
と
づ
く
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
と
平
和
主
義
を
希
求
す
る
運
動
が
生
ま
れ
続
け
て

い
る
。
こ
の
運
動
の
思
想
は
、
路
上
か
ら
国
会
に
も
た
ら
さ
れ
、
地
殻
変
動
の
ご
と
く
市
民

社
会
を
揺
る
が
し
、
生
活
の
日
常
に
根
を
下
ろ
し
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
に
私
た
ち
の
闘
い
の
成

果
と
希
望
が
あ
る
。 

 

私
た
ち
は
こ
こ
に
、
安
倍
政
権
の
独
裁
的
な
暴
挙
に
憤
り
を
も
っ
て
抗
議
し
、
あ
ら
た
め

て
日
本
国
憲
法
を
高
く
掲
げ
て
、
こ
の
違
憲
立
法
の
適
用
を
許
さ
ず
廃
止
へ
と
追
い
込
む
運

動
へ
と
歩
み
を
進
め
る
こ
と
を
、
主
権
者
と
し
て
の
自
覚
と
決
意
を
こ
め
て
表
明
す
る
。 

 

二
〇
一
五
年
九
月
二
〇
日 

 

安
全
保
障
関
連
法
に
反
対
す
る
学
者
の
会 

  


